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◆ (2) その他、受け入れプロセス、外国人に対する環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係

支援、受入機関・登録支援機関に関する規定の法律の整備に関する法律及び環太平洋パートナーシ

整備が盛り込まれます。ップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律

の一部を改正する法律について 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行（2018年12月30日施 ◆

行） （2019年6入場券の適正な流通の確保に関する法律

いわゆる「TPP協定」が実施されることにより、 月14日施行）

以下のような改正が行われます。 ダフ屋行為の取締りや2020年の東京オリンピッ

①著作権物等の保護期間の延長（ から ） クを念頭に、特定興行入場券の不正転売を禁止す50年 70年

②著作権等侵害罪の一部 るとともにその防止等に関する措置が定められま非親告罪化

③ の付与 す。配信音源の二次使用に対する報酬請求権

不正転売の禁止④損害賠償に関する規定の見直し ①特定興行入場券の

下記(2)を除き2019年1月1日施行 ②特定興行入場券の 特定◇改正著作権法（ ） 不正転売を目的とする

譲り受けの禁止情報通信技術の進展による新たな著作物等の利用 興行入場券の

ニーズに対応するため、 ③興行入場券の適正な流通の確保に関する措置著作権者の許諾を受ける必

されます。 ④罰則規定要がある行為の範囲が緩和

(1) 著作物の市場に悪影響を及ぼさない （2019年6月ビックデー ◇消費者契約法の一部を改正する法律

のための著作物の利用 15日施行）タを活用したサービス

(2) 学校等の授業等における、著作物を用いて作成 消費者契約法は民法改正とともに2020年に改正

した の利用 されますが、消費者と事業者の交渉力等の格差に教材

(3) 肢体不自由等により書籍を持てない者のための 鑑み、消費者契約に関する被害事例等も踏まえ、

等 消費者の利益を図るため、民法改正前に一度改正録音図書の作成

(4) 美術館等における の されることになりました。展示作品の解説・紹介資料

デジタル方式での作成・タブレット端末等での閲 ① の追加取り消しうる不当な勧誘行為

覧提供 ア 社会生活上の経験不足の不当な利用

（2019年4月1日施行） イ 加齢等による判断力低下の不当な利用◆働き方改革関連法の施行

働き方改革は、多様な働き方を選択できる社会の ウ 霊感等による知見を用いた告知

実現を目標に掲げ、①長時間労働規制、②同一労働 エ 契約締結前に債務の内容を実施等

同一賃金 ③脱時間給制度を3つの柱としています オ 不利益事実の不告知の要件緩和、 。

関連法は順次施行されますが、2019年4月1日から施 ② の追加無効となる不当な契約条項

行される内容は以下の通りです。 ア 消費者の貢献等を理由とする解除条項

(1) イ 事業者自分の責任を自ら決める条項時間外労働の罰則付上限規制（大企業のみ）

(2) の有給休暇取得の ◆ （2019年7月1日5日間 義務化 産業標準化法（ＪＩＳ法）改正

(3 「勤務間インターバル制度」の普及促進 施行））

(4) 産業医との連携強化、労働時間把握義務 AIなどの情報技術の革新が進み、ビックデータ

(5 「 」の創設 等と産業とのつながりにより新たな付加価値が創） 高度プロフェッショナル制度

(6）最大 が可能に 出される産業社会への対応が必要が迫られている3ヶ月のフレックスタイム制

（2019年4月1日施行） ことから、 、ＪＩＳ◇改正出入国管理法 ＪＩＳの制定・改正の迅速化

労働人口の減少に伴う新たな外国人受入れのため マークによる 、官民の企業間取引の信頼性の確保

の され、受入体制が整備されます。 国際標準化活動の促進を図る改正が行われます。在留資格が創設

(1) 創設される在留資格 ①ＪＩＳの対象拡大・名称変更

①特定技能１号:不足する人材の確保を図るべき 「日本工業規格（ＪＩＳ 」が「日本産業規）

産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験 格（ＪＩＳ 」に、法律名が「産業標準化法」）

を要する技能を要する業務に従事する外国人向 に改められます。

けの在留資格 ②ＪＩＳ制定の民間主導による迅速化

②特定技能２号：同分野に属する熟練した技能を ③罰則の強化

要する業務に従事する外国人向けの在留資格 ④国際標準化の促進
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本年施行が予定される法令の一部についてその概要をご紹介致します。
。（一部昨年末に施行された法令を含みます）


